
（退職給付関係） 

 当連結会計年度（自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職

金を支払う場合があります。 

 

２．退職給付債務に関する事項                             （単位：百万円） 

項      目 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 

 

 

 

(1) 退職給付債務 

(2) 年金資産 

△１２７，８４７

９７，２１７

 

 

 

 

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2) 

(4) 未認識数理計算上の差異 

(5) 未認識過去勤務債務（債務の減額）（注１） 

△ ３０，６３０

△  ４，８２５

△    ７７６

 

 (6) 連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5) 

(7) 前払年金費用 

△ ３６，２３３

－

 

 (8) 退職給付引当金 (6)－(7) △ ３６，２３３  

（注）１ 前連結会計年度において、一部の連結子会社が制度変更を行ったことに伴う算定方法の変更による過去

勤務債務（債務の減額）が発生しております。 

２ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

３．退職給付費用に関する事項                             （単位：百万円） 

項      目 

当連結会計年度 

 自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日 

 

 

(1) 勤務費用（注２） 

(2) 利息費用 

(3) 期待運用収益 

(4) 過去勤務債務の費用処理額（注１） 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 

(6) 割増退職金支払額等 

４，６１８

２，４６７

△ ２，０９７

△   １３６

△ ８，９２０

１，２９１

 

(7) 退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6)（注３） △ ２，７７５

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「２．退職給付債務に関する事項」（注）１に記載の過去勤務債務に係る当連結会計年度の費用処理額

であります。 

２ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。 

３ 当連結会計年度は、年金資産の実際運用収益が期待運用収益を大幅に上回ったことにより、多額の数理

計算上の差異が生じたため、退職給付費用は負値となっております。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

項      目 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 

 (1) 退職給付見込額の期間配分方法 

(2) 割引率 

(3) 期待運用収益率 

(4) 過去勤務債務の処理年数 

 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 

期間定額基準 

主として２．０％ 

主として３．０％ 

主として発生時より２年間で定額法に

より処理を行っております。 

主として発生した年度より２年間で定

率法により処理を行っております。 
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 前連結会計年度（自 平成16年４月１日  至 平成17年３月31日） 

 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職

金を支払う場合があります。 

 

２．退職給付債務に関する事項                             （単位：百万円） 

項      目 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在） 

 

 

 

(1) 退職給付債務 

(2) 年金資産 

△１２６，８２１

８１，５７０

 

 

 

 

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2) 

(4) 未認識数理計算上の差異 

(5) 未認識過去勤務債務（債務の減額）（注１） 

△ ４５，２５０

４３０

△    ９０９

 

 (6) 連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5) 

(7) 前払年金費用 

△ ４５，７２９

－

 

 (8) 退職給付引当金 (6)－(7) △ ４５，７２９  

（注）１ 平成15年3月期において、当社が制度変更を行ったことに伴う算定方法の変更による過去勤務債務（債

務の増額）及び当連結会計年度において、一部の連結子会社が制度変更を行ったことに伴う算定方法の

変更による過去勤務債務（債務の減額）が発生しております。 

２ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

３．退職給付費用に関する事項                             （単位：百万円） 

項      目 

前連結会計年度 

 自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３月31日 

 

 

(1) 勤務費用（注２） 

(2) 利息費用 

(3) 期待運用収益 

(4) 過去勤務債務の費用処理額（注１） 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 

(6) 割増退職金支払額等 

４，６８９

２，４７７

△ １，９４３

６７５

２２７

３，６５１

 

(7) 退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6) ９，７７９

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「２．退職給付債務に関する事項」（注）１に記載の過去勤務債務に係る当連結会計年度の費用処理額

であります。 

２ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

項      目 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在） 

 (1) 退職給付見込額の期間配分方法 

(2) 割引率 

(3) 期待運用収益率 

(4) 過去勤務債務の処理年数 

 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 

期間定額基準 

主として２．０％ 

主として３．０％ 

主として発生時より２年間で定額法に

より処理を行っております。 

主として発生した年度より２年間で定

率法により処理を行っております。 
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